
規

則

福
岡
県
建
設
業
者
に
関
す
る
提
出
書
類
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

福
岡
県
建
設
業
者
に
関
す
る
提
出
書
類
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
建
設
業
者
に
関
す
る
提
出
書
類
等
閲
覧
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
十
三
条
各
号
」

に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
福
岡
県
建
築
都
市
部
建
築
指
導
課
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

福
岡
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

福
岡
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

福
岡
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
福
岡
県
規
則
第
六

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
登
録
申
請
者
略
歴

書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
略
歴
書
」
と
い
う
。
）

二　

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
浄
化
槽
保
守
点
検
業
に
係
る
営
業
に
関
し
成
年
者
と

目

次

規

則
（
第
二
十
号
・
第
二
十
一
号
）

○
福
岡
県
建
設
業
者
に
関
す
る
提
出
書
類
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則�

（
廃
棄
物
対
策
課
）
…
…
…
…
…
一

告

示
（
第
三
百
七
十
六
号
）

○
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
交
付
金
及
び
給
付
金
の
指
定

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�
（
財

政

課
）
…
…
…
…
一
一

訓

令
（
第
二
号

−

第
四
号
）

○
福
岡
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
一
一

○
福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
一
三

○
福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
人

事

課
）
…
…
…
…
一
四

教
育
委
員
会

○
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
教
育
庁
教
職
員
課
）
…
…
…
…
一
五

○
福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
一
六

人
事
委
員
会

○
福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�

（
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
）
…
…
…
…
一
七　

正

誤

○
再
掲
（
平
成
二
十
二
年
四
月
十
四
日
福
岡
県
公
報
第
三
千
九
十
八
号
増
刊
①
）

中
正
誤�

…
…
…
…
…
一
八
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条
例
第
三
条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し

、
略
歴
書
及
び
誓
約
書

条
例
第
三
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
条

例
第
六
条
第
一
項
に
掲
げ
る

変
更
の
場
合
を
除
く
。
）

条
例
第
三
条
第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

新
た
に
浄
化
槽
管
理
士
と
な
つ
た
者
に
係
る
浄
化
槽
管
理
士
免
状
の
写
し
及

び
住
民
票
の
写
し

様
式
第
一
号
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
号
に
掲
げ
る
図
書
、
法
定
代
理
人
の
住

民
票
の
写
し
及
び
略
歴
書
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証

明
書
並
び
に
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対

し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力

を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
写
し
及
び
略
歴
書
）

三　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及

び
略
歴
書

第
三
条
第
二
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
見
取
り
図
」
を
「
見
取
図
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

浄
化
槽
管
理
士
の
浄
化
槽
管
理
士
免
状
の
写
し
及
び
住
民
票
の
写
し

第
三
条
第
二
項
第
六
号
中
「
提
携
を
し
て
い
る
」
の
下
に
「
こ
と
、
」
を
、
「
書
類
で
」
の
下
に
「

あ
つ
て
、
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
」
を
「
区
分
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
同
表
の
下
欄
」
に
、

「
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
」
を
「
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
五
号
）
」
に
改
め
、
同
条

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
分

書
類
の
種
類

条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

申
請
者
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
氏

名
若
し
く
は
住
所
を
変
更
す
る
と
き
、
又
は
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
役
員
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
を
変
更
す
る
と
き
に
お

い
て
は
、
住
民
票
の
写
し

申
請
者
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
名
称
又
は
住
所

を
変
更
す
る
と
き
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

申
請
者
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
役
員
を
変
更
す

る
と
き
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者

に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
略
歴
書
及
び
誓
約
書
（
様
式
第
六
号
）

申
請
者
の
法
定
代
理
人
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
誓
約
書
（
新
た
に
法
定
代
理
人
に
な
つ
た
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
誓
約
書
を
含
む
。
）

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
名
称
又
は
住
所
を
変
更
す
る
と

き
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

条
例
第
三
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

営
業
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
営
業
所
付
近
の
見
取
図

第３６８１号 増刊①平成 27 年３月 31 日　火曜日 2福 岡 県 公 報



様式第１号(その１)(第３条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

登 録 申 請 書 
 
 福岡県  保健福祉環境事務所長 殿 
 
 この申請書により、浄化槽保守点検業の登録の申請をします。 

  年 月 日 新規・更新 

申

請

者 

住所 

 

電話番号(  )  ―    

登 録 番 号 第     号 印 

(新規の申請では記入する必要はな

い。) 

氏名又は名称(フリガナ) 代表者氏名(フリガナ) 

 

役員※の氏名及び役職名 
申請者が条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 10 号ま

でに該当していないことの誓約 

氏 名 役 職 名 常勤又は非常勤 

誓 約 書 

 

 浄化槽保守点検業登録申請者、その役員及び

法定代理人は、福岡県浄化槽保守点検業者の登

録に関する条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 10 号

までに該当しない者であることを誓約します。 

 

年  月  日 

 

 

申請者          印 

 

 

福岡県  保健福祉環境事務所長 殿 

      

      

      

      

      

特 記 事 項 

届出年月日 届出等記載事項 確認印 

          

          

          

          

※ 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 

 

様式第１号(その１)(第３条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

登 録 申 請 書 
 
 福岡県  保健福祉環境事務所長 殿 
 
 この申請書により、浄化槽保守点検業の登録の申請をします。 

  年 月 日 新規・更新 

申

請

者 

住所 

 

電話番号(  )  ―    

登 録 番 号 第     号 印 

(新規の申請では記入する必要はな

い。) 

氏名又は名称(フリガナ) 代表者氏名(フリガナ) 

 

役員※の氏名及び役職名 
申請者が条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 10 号ま

でに該当していないことの誓約 

氏 名 役 職 名 常勤又は非常勤 

誓 約 書 

 

 浄化槽保守点検業登録申請者、その役員及び

法定代理人は、福岡県浄化槽保守点検業者の登

録に関する条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 10 号

までに該当しない者であることを誓約します。 

 

年  月  日 

 

 

申請者          印 

 

 

福岡県  保健福祉環境事務所長 殿 

      

      

      

      

      

特 記 事 項 

届出年月日 届出等記載事項 確認印 

          

          

          

          

※ 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 

 

様式第１号(その１)(第３条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

登 録 申 請 書 
 
 福岡県  保健福祉環境事務所長 殿 
 
 この申請書により、浄化槽保守点検業の登録の申請をします。 

  年 月 日 新規・更新 

申

請

者 

住所 

 

電話番号(  )  ―    

登 録 番 号 第     号 印 

(新規の申請では記入する必要はな

い。) 

氏名又は名称(フリガナ) 代表者氏名(フリガナ) 

 

役員※の氏名及び役職名 
申請者が条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 10 号ま

でに該当していないことの誓約 

氏 名 役 職 名 常勤又は非常勤 

誓 約 書 

 

 浄化槽保守点検業登録申請者、その役員及び

法定代理人は、福岡県浄化槽保守点検業者の登

録に関する条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 10 号

までに該当しない者であることを誓約します。 

 

年  月  日 

 

 

申請者          印 

 

 

福岡県  保健福祉環境事務所長 殿 

      

      

      

      

      

特 記 事 項 

届出年月日 届出等記載事項 確認印 

          

          

          

          

※ 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 
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様
式
第
三
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式

第
３

号
の

２
(
第

３
条

の
２

関
係

)
 

(
表

)
 

浄
化

槽
保

守
点

検
業

者
登

録
簿

 

ア
 
カ

 
サ

 
タ

 
ナ

 
ハ

 
マ

 
ヤ

 
ラ

 
ワ

 
氏

名
又

は
名

称
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
1
見

出
塗

色
 

ア
列

青
 

イ
列

黄
 

ウ
列

赤
 

エ
列

緑
 

オ
列

黒
 

 
 

 
登

録
有

効
期

間
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

～
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

登
録

番
号

 
第

 
 

 
 

 
号

 
登

録
年

月
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

氏
名

又
は

名
称

 
 

 

住
所

 

電
話

番
号

 
(
 

 
 

 
)
 

 
 

―
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 
 

 

 
 

役
員

※
の

氏
名

及
び

役
職

名
 

氏
名

 
役

職
名

 
常

勤
・

非
常

勤
 

異
動

年
月

日
 

氏
名

 
役

職
名

 
常

勤
・

非
常

勤
 

異
動

年
月

日
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜
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・

非
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｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜
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｜
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｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜
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・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

 
 

 
 

常
・

非
 

 
｜

 
｜

 
 

※
 

業
務

を
執

行
す

る
社

員
、

取
締

役
、

執
行

役
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
を

い
い

、
相

談
役

、
顧

問
そ

の
他

い
か

な
る

名
称

を
有

す
る

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

法
人

に
対

し
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
取

締
役

、
執

行
役

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

と
同

等
以

上
の

支
配

力
を

有
す

る
も

の
と

認
め

ら
れ

る
者

を
含

む
。
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様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第４号(第４条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

 

営 業 区 域 変 更 登 録 申 請 書 

 

福岡県      保健福祉環境事務所長 殿 

 

この申請書により、浄化槽保守点検業の営業区域の変更の登録を申請します。 

年   月   日  

申 

請 

者 

住所 
 

電話番号 (    )    -       
登録番号 第      号 

 
印 

氏名又は名称（フリガナ） 
 
 

代表者氏名（フリガナ） 
 
 

追加する 

営業区域 

(市町村名) 

営業所 浄化槽管理士 浄化槽清掃業者 

名 称 
所 在 地 

(電話番号) 
氏  名 

免状交付 

番  号 

氏名又 

は名称 
営業所の所在地 

       

注 1 営業所は追加するすべての営業所について記載することとし、「追加する営業区域」欄、

「営業所」欄、「浄化槽管理士」欄及び「浄化槽清掃業者」欄は各々対応させて記載するこ

と。 

2 「浄化槽管理士」欄は、営業区域ごとに専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受け

た浄化槽管理士免状の交付番号を記載すること。 

3 「浄化槽清掃業者」欄は、業務に関する提携をしている又はする予定の現に業を営んでいる

浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載すること。 

（添付書類） 

1 新たに営業所を設ける場合にあっては、様式第１号（その 3）及び営業所付近の見取図 

2 浄化槽管理士の住民票の写し及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し 

3 浄化槽清掃業者との業務に関する提携を証する書類 

様式第４号(第４条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

 

営 業 区 域 変 更 登 録 申 請 書 

 

福岡県      保健福祉環境事務所長 殿 

 

この申請書により、浄化槽保守点検業の営業区域の変更の登録を申請します。 

年   月   日  

申 

請 

者 

住所 
 

電話番号 (    )    -       
登録番号 第      号 

 
印 

氏名又は名称（フリガナ） 
 
 

代表者氏名（フリガナ） 
 
 

追加する 

営業区域 

(市町村名) 

営業所 浄化槽管理士 浄化槽清掃業者 

名 称 
所 在 地 

(電話番号) 
氏  名 

免状交付 

番  号 

氏名又 

は名称 
営業所の所在地 

       

注 1 営業所は追加するすべての営業所について記載することとし、「追加する営業区域」欄、

「営業所」欄、「浄化槽管理士」欄及び「浄化槽清掃業者」欄は各々対応させて記載するこ

と。 

2 「浄化槽管理士」欄は、営業区域ごとに専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受け

た浄化槽管理士免状の交付番号を記載すること。 

3 「浄化槽清掃業者」欄は、業務に関する提携をしている又はする予定の現に業を営んでいる

浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載すること。 

（添付書類） 

1 新たに営業所を設ける場合にあっては、様式第１号（その 3）及び営業所付近の見取図 

2 浄化槽管理士の住民票の写し及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し 

3 浄化槽清掃業者との業務に関する提携を証する書類 

様式第４号(第４条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

 

営 業 区 域 変 更 登 録 申 請 書 

 

福岡県      保健福祉環境事務所長 殿 

 

この申請書により、浄化槽保守点検業の営業区域の変更の登録を申請します。 

年   月   日  

申 

請 

者 

住所 
 

電話番号 (    )    -       
登録番号 第      号 

 
印 

氏名又は名称（フリガナ） 
 
 

代表者氏名（フリガナ） 
 
 

追加する 

営業区域 

(市町村名) 

営業所 浄化槽管理士 浄化槽清掃業者 

名 称 
所 在 地 

(電話番号) 
氏  名 

免状交付 

番  号 

氏名又 

は名称 
営業所の所在地 

       

注 1 営業所は追加するすべての営業所について記載することとし、「追加する営業区域」欄、

「営業所」欄、「浄化槽管理士」欄及び「浄化槽清掃業者」欄は各々対応させて記載するこ

と。 

2 「浄化槽管理士」欄は、営業区域ごとに専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受け

た浄化槽管理士免状の交付番号を記載すること。 

3 「浄化槽清掃業者」欄は、業務に関する提携をしている又はする予定の現に業を営んでいる

浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載すること。 

（添付書類） 

1 新たに営業所を設ける場合にあっては、様式第１号（その 3）及び営業所付近の見取図 

2 浄化槽管理士の住民票の写し及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し 

3 浄化槽清掃業者との業務に関する提携を証する書類 

様式第４号(第４条関係) 

保健福祉環境

事務所収受印 

手 数 料 

決

裁

欄 

起案年月日   決裁年月日   

番 号   出納員印           

領 収 

年 月 日 
  

            

金 額   

  
登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日   

 

営 業 区 域 変 更 登 録 申 請 書 

 

福岡県      保健福祉環境事務所長 殿 

 

この申請書により、浄化槽保守点検業の営業区域の変更の登録を申請します。 

年   月   日  

申 

請 

者 

住所 
 

電話番号 (    )    -       
登録番号 第      号 

 
印 

氏名又は名称（フリガナ） 
 
 

代表者氏名（フリガナ） 
 
 

追加する 

営業区域 

(市町村名) 

営業所 浄化槽管理士 浄化槽清掃業者 

名 称 
所 在 地 

(電話番号) 
氏  名 

免状交付 

番  号 

氏名又 

は名称 
営業所の所在地 

       

注 1 営業所は追加するすべての営業所について記載することとし、「追加する営業区域」欄、

「営業所」欄、「浄化槽管理士」欄及び「浄化槽清掃業者」欄は各々対応させて記載するこ

と。 

2 「浄化槽管理士」欄は、営業区域ごとに専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受け

た浄化槽管理士免状の交付番号を記載すること。 

3 「浄化槽清掃業者」欄は、業務に関する提携をしている又はする予定の現に業を営んでいる

浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載すること。 

（添付書類） 

1 新たに営業所を設ける場合にあっては、様式第１号（その 3）及び営業所付近の見取図 

2 浄化槽管理士の住民票の写し及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し 

3 浄化槽清掃業者との業務に関する提携を証する書類 
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様式第５号（第 5条関係） 

 

登 録 事 項 変 更 届 出 書 
 

福岡県     保健福祉環境事務所長 殿 

 

年  月  日 

 

届出者 住    所 

 

氏名又は名称               印 

 

（フリガナ） 

氏名又は名称 
 

住 所  

（フリガナ） 

代 表 者 氏 名 
 

登 録 番 号 第       号 

登 録 年 月 日 年   月   日 

変更に係る事項 変 更 後 変 更 前 変 更 年 月 日 

    

注 1 申請者（法定代理人を含み、申請者又は法定代理人が法人である場合にあつて
は、その役員を含む。）の氏名又は住所（法人にあつては名称、住所又は代表
者）の変更のときは、以下の書類を添付すること。 
(1) 申請者（法定代理人）が個人である場合であつてその氏名若しくは住所を変

更するとき、又は法定代理人が法人である場合であつてその役員の氏名若しく
は住所を変更するときは、住民票の写し 

(2) 法定代理人が法人である場合であつてその名称又は住所を変更するときは、
登記事項証明書 

(3) 法定代理人が法人である場合であつてその役員を変更するときは、登記事項
証明書並びに新たに役員となつた者に係る住民票の写し、登録申請者略歴書
（様式第２号）及び誓約書（様式第６号） 

(4) 法定代理人を変更する場合は、第３条第２項第２号に掲げる書類及び誓約書
（新たに法定代理人になつた者が法人である場合は、その役員の誓約書を含
む。） 

(5) 申請者が法人である場合であつてその名称又は住所を変更するときは、登記
事項証明書 

2 営業所の所在地の変更の場合は、営業所付近の見取図を添付すること。 
3 法人の役員の変更の場合は、登記事項証明書並びに新たに役員となつた者に係

る住民票の写し、登録申請者略歴書及び誓約書を添付すること。 
4 浄化槽管理士の変更の場合は、新たに浄化槽管理士となつた者に係る浄化槽管

理士免状の写し及び住民票の写しを添付すること。  

様式第５号（第 5条関係） 

 

登 録 事 項 変 更 届 出 書 
 

福岡県     保健福祉環境事務所長 殿 

 

年  月  日 

 

届出者 住    所 

 

氏名又は名称               印 

 

（フリガナ） 

氏名又は名称 
 

住 所  

（フリガナ） 

代 表 者 氏 名 
 

登 録 番 号 第       号 

登 録 年 月 日 年   月   日 

変更に係る事項 変 更 後 変 更 前 変 更 年 月 日 

    

注 1 申請者（法定代理人を含み、申請者又は法定代理人が法人である場合にあつて
は、その役員を含む。）の氏名又は住所（法人にあつては名称、住所又は代表
者）の変更のときは、以下の書類を添付すること。 
(1) 申請者（法定代理人）が個人である場合であつてその氏名若しくは住所を変

更するとき、又は法定代理人が法人である場合であつてその役員の氏名若しく
は住所を変更するときは、住民票の写し 

(2) 法定代理人が法人である場合であつてその名称又は住所を変更するときは、
登記事項証明書 

(3) 法定代理人が法人である場合であつてその役員を変更するときは、登記事項
証明書並びに新たに役員となつた者に係る住民票の写し、登録申請者略歴書
（様式第２号）及び誓約書（様式第６号） 

(4) 法定代理人を変更する場合は、第３条第２項第２号に掲げる書類及び誓約書
（新たに法定代理人になつた者が法人である場合は、その役員の誓約書を含
む。） 

(5) 申請者が法人である場合であつてその名称又は住所を変更するときは、登記
事項証明書 

2 営業所の所在地の変更の場合は、営業所付近の見取図を添付すること。 
3 法人の役員の変更の場合は、登記事項証明書並びに新たに役員となつた者に係

る住民票の写し、登録申請者略歴書及び誓約書を添付すること。 
4 浄化槽管理士の変更の場合は、新たに浄化槽管理士となつた者に係る浄化槽管

理士免状の写し及び住民票の写しを添付すること。  
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様式第６号（第 5条関係） 

 

 

 

誓     約     書 

 

 

 

私は、福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 9

号に該当しない者であることを誓約します。 

 

 

年   月   日 

 

 

 

役員・法定代理人住所 

 

 

氏 名                印 

 

 

 

 

福岡県     保健福祉環境事務所長 殿 

 

注 「役員・法定代理人」については不要のものを消すこと。 
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第
五
条
第
一
項
中
「
三
部
（
義
務
を
課
し
、
又
は
権
利
を
制
限
す
る
条
例
に
あ
つ
て
は
四
部
）
」
を

「
四
部
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
も
つ
て
正
確
明
り
よ
う
」
を
「
正
確
か
つ

明
瞭
」
に
、
「
こ
れ
を
も
つ
て
」
を
「
こ
れ
を
も
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
、
「
二
部
（
義
務
を
課
し
、
又
は
権
利
を
制
限
す
る

条
例
に
あ
つ
て
は
三
部
）
」
を
「
三
部
」
に
、
「
総
務
大
臣
官
房
総
務
課
」
を
「
総
務
省
大
臣
官
房
総

務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

１　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
条
例

　
　

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
（
た
だ

し
、
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
が
全
国
的
に
も
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
特

に
掲
載
の
必
要
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

様
式
第
一
号

２　

地
方
税

　
　

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
三
号
か

ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
又
は

そ
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
を
し
た
場
合
の
そ
の
要
旨
（

市
町
村
（
北
九
州
市
及
び
福
岡
市
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）

様
式
第
二
号

３　

選
挙

　
　

知
事
の
選
挙
の
結
果

様
式
第
三
号

４　

住
民
投
票

　
　

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
住
民
投
票
の
経
過
及
び
結
果

様
式
第
四
号

５　

人
事
異
動

一　

副
知
事

二　

企
業
管
理
者
、
会
計
管
理
者
及
び
知
事
部
局
本
庁
の
部
長

三　

議
会
の
議
長
及
び
副
議
長
並
び
に
事
務
局
長

四　

教
育
委
員
会
の
教
育
長
及
び
委
員

五　

公
安
委
員
会
の
委
員

六　

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

七　

監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
委
員
、
労
働
委
員
会
委
員
及
び
収
用
委
員
会
委

員
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
局
の
長

様
式
第
五
号

様
式
第
五
号

様
式
第
六
号
又
は
様

式
第
五
号

様
式
第
七
号
又
は
様

式
第
九
号

様
式
第
七
号
又
は
様

式
第
九
号

様
式
第
八
号

様
式
第
七
号
若
し
く

は
様
式
第
九
号
又
は

様
式
第
五
号

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
修
正
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

福
岡
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
交
付
金
及
び
給
付
金
の
指
定
（
昭
和
三
十
三
年
四

月
福
岡
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

第
一
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
の
３　

削
除

第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６　

削
除

訓

令

福
岡
県
訓
令
第
二
号

本　
　

庁

福
岡
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
官
報
報
告
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
九
月
福
岡
県
訓
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

様式第６号（第 5条関係） 

 

 

 

誓     約     書 

 

 

 

私は、福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第 5 条第 1 項第 1 号から第 9

号に該当しない者であることを誓約します。 

 

 

年   月   日 

 

 

 

役員・法定代理人住所 

 

 

氏 名                印 

 

 

 

 

福岡県     保健福祉環境事務所長 殿 

 

注 「役員・法定代理人」については不要のものを消すこと。 
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福　

岡　

県

選
挙

　

×
月
×
日
知
事
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

　

…
…
…
…
…
…
…
（
…
…
党
）
（
男
女
）

様
式
第
四
号

　
　
　

福　

岡　

県

住
民
投
票

　

×
×
年
×
月
×
日
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
投
票
の
経
過
及
び
結
果

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一　

経
過　

…
…
…
…
…
…
…
…

二　

結
果　

…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　

有
権
者
数　

…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　

投
票
者
数　

…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　

賛
成
者
数　

…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　

反
対
者
数　

…
…
…
…
…
…
…
…

様
式
第
五
号

　
　
　

福　

岡　

県

　
　
　

新　
　
　
　
　

����　
　
　
　
　

旧

…
…
…
…
…
…　
　
　
　
　
　

（
…
…
…
…
…
…
）　
　
　
　
　

氏�　
　
　

��　

名

…
…
…
…
…
…　
　
　
　
　
　

（
…
…
…
…
…
…
）　
　
　
　
　

氏���　
　
　
　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
上
×
月
×
日
）

（
注
）
１　

発
令
年
月
日
順
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
（
同
順
に
辞
職
が
含
ま
れ
る
場
合
は
辞
職
を
先

行
さ
せ
る
。
）
、
同
一
年
月
日
の
発
令
者
が
二
人
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
発
令
月
日

の
記
載
を
（
以
上
×
月
×
日
）
と
す
る
（
一
人
の
場
合
は
「
以
上
」
は
記
載
し
な
い
。
）

こ
と
。

２　

職
員
が
そ
の
意
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
は
、
上
段
の
記
載
を
「
辞
職
」
と
す
る
こ
と
。

　
　

異
動
事
由
が
任
期
満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
で
あ
る
場
合
は
、
上
段
に
「
任
期

満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

３　

旧
職
が
別
表
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
で
な
い
場
合
は
、
下
段
は
職
員
等
（
旧
職
が
一

般
企
業
等
の
場
合
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。
）
と
し
、
（　

）
を
付
さ
ず
に
記
載
す
る
こ
と

。

　
　

た
だ
し
、
各
省
か
ら
採
用
さ
れ
、
そ
の
者
が
本
省
の
課
長
相
当
職
以
上
で
な
い
者
に
つ

６　

事
務
所

　
　

県
及
び
市
町
村
（
北
九
州
市
及
び
福
岡
市
を
除
く
。
）
の
主
た
る
事
務
所
の

設
置
又
は
変
更

様
式
第
十
号

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号

　
　
　

福　

岡　

県

地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例

　

次
の
条
例
を
制
定
し
、
×
月
×
日
公
布
し
た
。

　
　

×
×
×
×
×
条
例
（
福
岡
県
条
例
第
×
×
号
）

　

（
…
…
…
…
…
…
…
）

第
一
条　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

様
式
第
二
号

（
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
）

　
　
　

福　

岡　

県

地
方
税

　

×
×
税
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
。

一　

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

二　

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

三　

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

四　

不
服
申
立
て
の
概
要

五　

関
係
地
方
公
共
団
体
名

六　

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
を
し
た
場
合
）

　
　
　

福　

岡　

県

地
方
税

　

×
月
×
日
第
×
号
紙
に
掲
載
さ
れ
た
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
（
裁
決
）
し
た
。

一　

不
服
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

二　

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

三　

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
っ
た
処
分

四　

関
係
地
方
公
共
団
体
名

五　

決
定
（
裁
決
）
の
日

六　

決
定
（
裁
決
）
の
内
容

七　

そ
の
他
必
要
な
事
項

様
式
第
三
号
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○
○
○
○
委
員
は
、
×
月
×
日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、
欠
員
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
）
、
×
月
×
日
次
の
者
が
選
挙
（
補
欠
）
さ
れ
た
。

�
�

選
挙
管
理
委
員
会
委
員　

氏　
　
　

名

（
注
）
１　

（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
は
前
任
者
が
退
職
し
、
後
任
者
が
選
挙
等
さ
れ
る
ま
で

二
日
以
上
期
間
が
あ
っ
た
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

２　

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
月
×
日
」
等
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
こ
と
。

３　

二
名
の
場
合
は
「
○
○
○
○
委
員
及
び
○
○
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
「

○
○
○
○
委
員
、
○
○
○
○
委
員
及
び
○
○
○
○
委
員
」
等
と
す
る
こ
と
。

４　

任
期
満
了
す
る
前
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
は
「
×
月
×
日
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、

×
月
×
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。
」
と
す
る
こ
と
。

様
式
第
九
号

　
　
　

福　

岡　

県

×
×
委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
再
任

　

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、
×
月
×
日
再
任
さ
れ
た
。

（
注
）　

二
名
の
場
合
は
「
○
○
○
○
委
員
及
び
○
○
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
「
○

○
○
○
委
員
、
○
○
○
○
委
員
及
び
○
○
○
○
委
員
」
等
と
す
る
こ
と
。

様
式
第
十
号

　
　
　

福　

岡　

県

事
務
所

　

×
×
年
×
月
×
日
×
×
を
次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

　

…
…
…
…
…
…
…

（
注
）　

年
月
日
は
、
事
務
所
の
位
置
を
定
め
る
（
変
更
す
る
）
条
例
の
施
行
期
日
に
よ
る
こ
と
。

様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
十
六
号
中
「Ｂ

５

」
を
「Ａ

４

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

福
岡
県
訓
令
第
三
号

い
て
は
、
×
×
事
務
官
又
は
×
×
技
官
と
し
て
（　

）
を
付
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

４　

同
じ
表
現
や
役
職
が
続
く
場
合
は
「
同
」
を
使
用
す
る
こ
と
。

５　

「
○
○
事
務
取
扱
」
等
は
掲
載
し
な
い
こ
と
。

６　

役
職
が
「
○
○
兼
×
×
」
等
の
場
合
は
、
○
○
部
分
だ
け
を
記
載
し
、
×
×
部
分
は
削

る
こ
と
。

様
式
第
六
号

　
　
　

福　

岡　

県

議
長
（
副
議
長
）
選
挙

　

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、
×
月
×
日
辞
職
し
（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、
×
月
×
日
次

の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。

�

議
長
（
副
議
長
）　

氏�　
　

名

（
注
）
１　

（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
は
前
任
者
が
辞
職
し
、
後
任
者
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
二

日
以
上
期
間
が
あ
っ
た
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

２　

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
月
×
日
」
等
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
こ
と
。

様
式
第
七
号

　
　
　

福　

岡　

県

×
×
委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
任
命
（
選
任
）

　

○
○
○
○
委
員
（
教
育
長
）
は
、
×
月
×
日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）
（
、

欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
、
×
月
×
日
次
の
者
が
任
命
（
選
任
）
さ
れ
た
。

�

×
×
委
員
会
委
員
（
教
育
委
員
会
教
育
長
・
監
査
委
員
）
氏　

名

（
注
）
１　

（
、
欠
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
）
は
前
任
者
が
退
職
し
、
後
任
者
が
任
命
等
さ
れ
る
ま
で

二
日
以
上
期
間
が
あ
っ
た
場
合
に
、
（
選
任
）
は
監
査
委
員
及
び
人
事
委
員
会
委
員
の
異

動
の
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

２　

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
月
×
日
」
等
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
こ
と
。

３　

二
名
の
場
合
は
「
○
○
○
○
委
員
及
び
○
○
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
「

○
○
○
○
委
員
、
○
○
○
○
委
員
及
び
○
○
○
○
委
員
」
等
と
す
る
こ
と
。

様
式
第
八
号

　
　
　

福　

岡　

県

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
欠
）
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36の11～20

福岡県○○農林
事 務 所 長 印

○ ○ 普 及
指導センター

を

36の11～20

福岡県○○農林
事 務 所 長 印

○ ○ 普 及
指導センター

36の21

福 岡 県

女 性 相 談 所

長 印 ②

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

福
岡
県
訓
令
第
四
号

本　
　

庁

出
先
機
関

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
臨
時
職
員
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
七
月
福
岡
県
訓
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
ホ
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
ホ
を
削

る
。第

四
条
第
三
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
ホ
」
を
削
る
。

別
表
中

女
性
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で

の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
性
職
員
が

就
業
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が

な
い
と
認
め
た
業
務
に
就
く
期
間
を
除
く
。
）

を

本　
　

庁

出
先
機
関

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
十
七
の
項
中
「
、
同
法
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
」

を
削
り
、
「
登
録
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
登
録
」
に
改
め
、
同
表
の
十
七
の
二
の
項
中
「
宅
地
建
物

取
引
主
任
者
登
録
の
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
登
録
の
」
に
、
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
登
録
通
知
書

」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
登
録
通
知
書
」
に
、
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
登
録
の
」
を
「
宅
地
建

物
取
引
士
資
格
登
録
の
」
に
、
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
登
録
簿
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
資
格

登
録
簿
」
に
、
「
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
の
三
十
六
の
二
十

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
六

の
二
十

一

福
岡
県
女
性
相
談

所
長
印
②

36の21

て
ん
書

方　

二
〇

１
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
及

び
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

に
係
る
証
明
書

２
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
裁
判
所
に
提
出
す
る

書
面

３
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百

九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は

司
法
警
察
職
員
に
提
出
す
る
報

告
書

女
性
相
談

所
長

別
表
第
二
中
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そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
疾

病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
そ
の
子
に

予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を
受

け
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
子
が
在
籍

す
る
保
育
所
、
幼
稚
園
若
し
く
は
小

学
校
が
感
染
症
予
防
の
た
め
閉
鎖
さ

れ
た
場
合
に
当
該
子
の
健
康
を
管
理

す
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
当
該
子

が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行

事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

の
期
間

一　

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

　

五
日
（
そ
の
養
育
す
る
中
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

二　

前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子　

三
日
（
そ

の
養
育
す
る
前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子
が

二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
日
）

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
及
び
特
別
支
援
学
校
」
を
「
、
特
別
支
援
学
校
又
は
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

福
岡
県
内
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
、
「
県
内
の
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
」
と
い
う
。
）
の
理
事

第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

県
内
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
の
理
事

第
十
四
条
の
四
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
教
員
」
を
「
教
職
員
」
に

女
性
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で

の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
性
職
員
が

就
業
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が

な
い
と
認
め
た
業
務
に
就
く
期
間
を
除
く
。
）

に
改
め
、

妊
娠
中
、
又
は
産
後
一
年
以
内
の
女

性
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十

年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
条
に

規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十

三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け

る
場
合

妊
娠
満
二
十
三
週
ま
で
は
四
週
間
に
一
回
、
妊
娠

満
二
十
四
週
か
ら
満
三
十
五
週
ま
で
は
二
週
間
に

一
回
、
妊
娠
満
三
十
六
週
か
ら
出
産
ま
で
は
一
週

間
に
一
回
、
産
後
一
年
ま
で
は
そ
の
間
に
一
回
（

医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い

ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数

）
と
し
、
一
回
に
つ
き
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら

れ
る
期
間

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用

す
る
交
通
機
関
の
混
雑
そ
の
他
の
通

勤
事
情
に
よ
り
母
体
又
は
胎
児
の
健

康
保
持
に
影
響
を
受
け
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合

正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て

、
一
日
を
通
じ
て
原
則
と
し
て
一
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期

間

妊
娠
中
、
又
は
分
べ
ん
後
一
年
以
内

の
女
性
職
員
が
妊
娠
に
起
因
す
る
障

害
の
た
め
勤
務
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
場
合

十
四
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ

る
期
間

義
務
教
育
終
了
前
の
子
（
配
偶
者
の

子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
養
育

す
る
職
員
が
、
当
該
子
の
看
護
（
負

傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た

そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
疾

病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
そ
の
子
に

予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
当

該
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す

る
行
事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

一
の
年
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
を
合
計
し
て
得
ら
れ

た
日
数
（
当
該
合
計
し
て
得
ら
れ
た
日
数
が
十
日

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内

の
期
間

一　

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

　

五
日
（
そ
の
養
育
す
る
中
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

二　

前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子　

三
日
（
そ

の
養
育
す
る
前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子
が

二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
日
）

を

義
務
教
育
終
了
前
の
子
（
配
偶
者
の

子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
養
育

す
る
職
員
が
、
当
該
子
の
看
護
（
負

傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た

一
の
年
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
を
合
計
し
て
得
ら
れ

た
日
数
（
当
該
合
計
し
て
得
ら
れ
た
日
数
が
十
日

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
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な
い
と
認
め
た
業
務
に
就
く
期
間
を
除
く
。
）

妊
娠
中
、
又
は
産
後
一
年
以
内
の
女

性
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十

年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
条
に

規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十

三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け

る
場
合

妊
娠
満
二
十
三
週
ま
で
は
四
週
間
に
一
回
、
妊
娠

満
二
十
四
週
か
ら
満
三
十
五
週
ま
で
は
二
週
間
に

一
回
、
妊
娠
満
三
十
六
週
か
ら
出
産
ま
で
は
一
週

間
に
一
回
、
産
後
一
年
ま
で
は
そ
の
間
に
一
回
（

医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い

ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数

）
と
し
、
一
回
に
つ
き
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら

れ
る
期
間

に
改
め
、

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用

す
る
交
通
機
関
の
混
雑
そ
の
他
の
通

勤
事
情
に
よ
り
母
体
又
は
胎
児
の
健

康
保
持
に
影
響
を
受
け
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合

正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て

、
一
日
を
通
じ
て
原
則
と
し
て
一
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期

間

妊
娠
中
、
又
は
分
べ
ん
後
一
年
以
内

の
女
性
職
員
が
妊
娠
に
起
因
す
る
障

害
の
た
め
勤
務
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
場
合

十
四
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ

る
期
間

義
務
教
育
終
了
前
の
子
（
配
偶
者
の

子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
養
育

す
る
職
員
が
、
当
該
子
の
看
護
（
負

傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た

そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
疾

病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
そ
の
子
に

予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
当

該
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す

る
行
事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

一
の
年
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
を
合
計
し
て
得
ら
れ

た
日
数
（
当
該
合
計
し
て
得
ら
れ
た
日
数
が
十
日

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内

の
期
間

一　

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

　

五
日
（
そ
の
養
育
す
る
中
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

二　

前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子　

三
日
（
そ

の
養
育
す
る
前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子
が

二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
日
）

を

義
務
教
育
終
了
前
の
子
（
配
偶
者
の

子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
養
育

す
る
職
員
が
、
当
該
子
の
看
護
（
負

傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た

そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
疾

病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
そ
の
子
に

予
防
接
種
若
し
く
は
健
康
診
断
を
受

け
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
子
が
在
籍

一
の
年
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
を
合
計
し
て
得
ら
れ

た
日
数
（
当
該
合
計
し
て
得
ら
れ
た
日
数
が
十
日

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内

の
期
間

一　

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

　

五
日
（
そ
の
養
育
す
る
中
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合

に
改
め
る
。

改
め
る
。

三　

県
内
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
人
の
理
事

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
福
岡
県
公
立
学
校
教
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
（
福
岡
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
第
二
号
）
第
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
福
岡
県
優
秀
教
員
表
彰
を
受
け

た
者
に
係
る
第
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

本　
　

庁

出
先
機
関

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
教
育
委
員
会
臨
時
職
員
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

別
表
中

女
性
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で

の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
性
職
員
が

就
業
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が

な
い
と
認
め
た
業
務
に
就
く
期
間
を
除
く
。
）

を

女
性
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で

の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
性
職
員
が

就
業
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が
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等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る

職

水
産

主
と
し
て
水
産
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

計
量

主
と
し
て
計
量
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

水
産

主
と
し
て
水
産
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

に
、

栄
養
士

栄
養
士
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

生
活
改
良
普
及
員

生
活
改
良
普
及
員
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

栄
養
士

栄
養
士
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

に
、

同
表
福
岡
県
職
員
採
用
Ⅱ
類
試
験
の
項
中

学
校
事
務

公
立
学
校
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

教
育
行
政

教
育
委
員
会
事
務
局
等
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と

す
る
職

に
、

同
表
福
岡
県
職
員
採
用
Ⅲ
類
試
験
の
項
中

学
校
事
務

公
立
学
校
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

教
育
行
政

教
育
委
員
会
事
務
局
等
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と

す
る
職

に
、

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

建
築

主
と
し
て
建
築
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

機
械

主
と
し
て
機
械
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

す
る
保
育
所
、
幼
稚
園
若
し
く
は
小

学
校
が
感
染
症
予
防
の
た
め
閉
鎖
さ

れ
た
場
合
に
当
該
子
の
健
康
を
管
理

す
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
当
該
子

が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行

事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

　

に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

二　

前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子　

三
日
（
そ

の
養
育
す
る
前
号
に
掲
げ
る
子
以
外
の
子
が

二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
日
）

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
福
岡
県
職
員
採
用
Ⅰ
類
試
験
の
項
中

行
政

他
の
試
験
区
分
の
対
象
と
な
ら
な
い
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職

法
律

主
と
し
て
法
律
に
関
す
る
知
識
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

経
済

主
と
し
て
経
済
に
関
す
る
知
識
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

学
校
事
務

県
立
学
校
又
は
市
町
村
立
学
校
（
以
下
「
公
立
学
校
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

行
政

他
の
試
験
区
分
の
対
象
と
な
ら
な
い
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職

教
育
行
政

教
育
委
員
会
事
務
局
、
県
立
学
校
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属

す
る
教
育
機
関
又
は
市
町
村
立
学
校
（
以
下
「
教
育
委
員
会
事
務
局

に
、
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化
学

主
と
し
て
化
学
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

情
報
工
学

主
と
し
て
情
報
工
学
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

に
改
め
る
。

別
表
第
二
福
岡
県
職
員
採
用
Ⅰ
類
試
験
の
項
及
び
福
岡
県
職
員
採
用
Ⅱ
類
試
験
の
項
中
「
身
体
検
査

」
を
削
り
、
同
表
福
岡
県
職
員
採
用
Ⅲ
類
試
験
の
項
中
「
学
校
事
務
」
を
「
教
育
行
政
」
に
改
め
、
「

建
築　

機
械　

電
気　

農
業
土
木　

林
業　

計
量
」
及
び
「
身
体
検
査
」
を
削
り
、
同
表
福
岡
県
職
員

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
採
用
試
験
の
項
中
「
身
体
検
査
」
を
削
る
。

別
表
第
四
中
「
、
通
訳
の
職
、
速
記
の
職
」
及
び
「
、
情
報
処
理
（
甲
）
の
職
」
を
削
り
、
「
情
報

処
理
（
乙
）
の
職
」
を
「
情
報
処
理
の
職
」
に
改
め
、
「
、
無
線
従
事
者
の
職
、
研
究
補
助
の
職
」
、

「
、
刑
事
鑑
識
の
職
」
及
び
「
、
術
科
指
導
員
の
職
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

電
気

主
と
し
て
電
気
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

林
業

主
と
し
て
林
業
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

計
量

主
と
し
て
計
量
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

土
木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

に
、

同
表
福
岡
県
警
察
官
Ｃ
採
用
試
験
の
項
中

情
報
工
学

主
と
し
て
情
報
工
学
に
関
す
る
知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

を

正

誤

発　

行

年
月
日

公　

報

番　

号

種　

類

同
上

番
号

ペ
ー
ジ

欄

行

備　

考

正

誤

上

下

22
・
４
・
14

3098
増刊①

再
掲

４

◯

後
ろ
か

ら
12

追
加

「
第
一
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」◯

と
い
う
。

「
第
一
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
と
い
う
。

後
ろ
か

ら
７

追
加

「
第
二
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」◯

と
い
う
。

「
第
二
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
と
い
う
。
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